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１

目　
　
　
　
　
次

ペ
ー
ジ

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
規　
則

○
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則
（
二
四
・
科
学
技
術
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
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１

○
秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
二
五
・
科
学
技
術
課
）
…
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１

○
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
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る
規
則
（
二
六
・
健
康
推
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
議
会
訓
令

○
秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

（
一
・
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
規

則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
デ
ィ
ジ
タ
ル
制
御
万
能
材
料
試
験
機
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
秋
田
県
規
則
第
四

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
高
精
度
デ
ィ
ス
ク
テ
ス
タ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

　
　
　

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
九
号
㈠
中
「
（
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
「
又
は
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
一
般
販
売
業

の
業
務
」
を
「
店
舗
販
売
業
の
店
舗
」
に
、
「
学
校
保
健
法
」
を
「
学
校
保

健
安
全
法
」
に
、
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改

め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
議
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局
一
般

　

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
議
会
議
長　

大
野　

忠
右
エ
門

　
　
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
議
会
訓

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
廃
棄
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
「
・
第
五
十
一
条
」
を
「
―

第
五
十
三
条
」
に
、
「
第
五
十
二
条
・
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
・

第
五
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
九
章
の
章
名
中
「
廃
棄
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
三
条
中
「
規
程
」
を
「
訓
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
章
中
第
五

十
五
条
と
し
、
第
五
十
二
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
第
九
章
中
第
五
十
一
条

を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２　
総
務
課
長
は
、
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け
た
保

存
簿
冊
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
管
し
た
保
存
簿
冊
以
外

の
保
存
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

３　
総
務
課
長
は
、
保
存
簿
冊
を
移
管
し
、
又
は
廃
棄
し
た
と
き
は
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
に
そ
の
旨
の
入
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
十
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
簿
冊
の
引
継
ぎ
）

第
五
十
条　
課
長
は
、
保
存
期
間
（
保
存
期
間
が
永
年
の
保
存
簿
冊
に
あ
っ

て
は
、
十
年
間
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
経
過
し
た
保
存
簿
冊
を
総

務
課
長
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

２　
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
期
間
を
経
過
し
て
も
な

お
保
存
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
保
存
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
書

庫
に
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
簿
冊
の
移
管
）

第
五
十
一
条　
総
務
課
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け

た
保
存
簿
冊
に
つ
い
て
、
公
文
書
館
長
に
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　
総
務
課
長
は
、
保
存
簿
冊
の
移
管
に
関
し
必
要
な
事
項
を
公
文
書
館
長

と
協
議
し
て
、
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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六
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円
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